
議
員
提
出
議
案
第
六
号 

 
 

 
半
田
市
議
会
会
議
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

半
田
市
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提
出
者 

半
田
市
議
会
議
員 

沢 

田 
 

 

清 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 
 

 

同 
 

 
 

渡 

邉 

昭 

司 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

賛
成
者 

 
 

 

同 
 

 
 

伊 

藤 

正 

興 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 
 

 

同 
 

 
 

小 

出 

義 

一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 
 

 

同 
 

 
 

坂 

井 

美 

穂 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 
 

 

同 
 

 
 

嶋 

崎 

昌 

弘 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 
 

 

同 
 

 
 

石 

川 

英 

之 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

半
田
市
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

半
田
市
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
半
田
市
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
六
十
九
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
活
用
し
た
電
子
採
決
装
置
（
以
下
「
電
子
採
決
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
よ

り
表
決
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

電
子
採
決
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
表
決
を
行
う
場
合
に
は
、
問
題
を
可
と
す
る
者
は
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に

表
示
さ
れ
る
賛
成
の
ボ
タ
ン
を
、
問
題
を
否
と
す
る
者
は
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
表
示
さ
れ
る
反
対
の
ボ

タ
ン
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

電
子
採
決
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
表
決
に
お
い
て
、
議
長
が
表
決
を
終
了
す
る
宣
告
を
し
た
時
点
で
、
出

席
議
員
が
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
表
示
さ
れ
る
賛
成
と
反
対
の
ボ
タ
ン
の
い
ず
れ
も
押
し
て
い
な
い
と
き

は
、
そ
の
出
席
議
員
は
、
棄
権
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

第
八
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
出
席
委
員
に
関
す
る
事
項
） 

第
八
十
六
条
の
二 

こ
の
章
に
お
け
る
出
席
委
員
に
は
、
法
第
百
九
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の

規
定
に
よ
り
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ



と
が
で
き
る
方
法
（
以
下
「
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
」
と
い
う
。
）
で
委
員
会
に
出
席
し
た
委
員
を
含

む
。 

第
百
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
九
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
会

が
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
で
開
か
れ
て
い
る
と
き
は
、
委
員
で
な
い
議
員
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

方
法
で
当
該
委
員
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
百
二
十
一
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
法
第
百
九
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
で
出

席
し
て
い
る
委
員
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
百
三
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
九
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
会
が

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
で
開
か
れ
て
い
る
と
き
は
、
紹
介
議
員
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
で
委

員
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
百
五
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
協
議
等
の
場
の
開
催
方
法
の
特
例
） 

第
百
五
十
八
条
の
二 

前
条
の
協
議
等
の
場
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
そ
の
他
重
大

な
感
染
症
の
ま
ん
延
又
は
災
害
等
の
発
生
等
に
よ
り
、
そ
の
構
成
員
が
開
会
場
所
に
参
集
す
る
こ
と
が

困
難
と
招
集
権
者
が
認
め
る
と
き
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
で
協
議
等
の
場
を
開
く
こ
と
が
で
き

る
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


